
監査公表第６号

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき次のとおり監査を実施したので、同条

第９項の規定によりその結果を公表する。

平成３０年６月２７日

新城市監査委員 近 藤 隆

新城市監査委員 滝 川 健 司

第１ 監査種別

財政援助団体等監査（公の施設の指定管理者監査、出資団体監査）

第２ 監査対象

指定管理施設 新城市つくで手作り村

指定管理者 有限会社つくで手作り村

（有限会社つくで手作り村は出資団体に当たることから、併せ

て出資団体監査を実施したもの。）

所管部課 作手総合支所地域課、産業振興部農業課

第３ 監査に当たった監査委員

近藤 隆、滝川健司

第４ 監査の期間

平成２９年１２月６日～平成３０年６月１９日

（現地監査日 平成３０年１月２５日）

第５ 監査の方法

新城市つくで手作り村の指定管理等に係る出納その他の事務の執行状況に

ついて、関係資料の提出を求め、諸帳簿等について調査・確認を行った。ま

た、施設の現地査察を行い、関係法令及び協定書等に沿って適正な施設管理

及び事務処理が行われているかどうかに主眼をおいて監査を実施した。

所管課に対しては、指定管理等に係る事務の執行状況、指定管理者の選定

経過及び協定書の内容、指導監督の状況等の確認を主眼に監査を実施した。

第６ 監査の結果等

１ 監査対象の概要

新城市つくで手作り村は、地域資源を活用した都市との交流、憩いと安らぎ

の場を提供するとともに、新たな農業経営の展開を目指し地域農林業等の振興

を図るため、新城市作手清岳地内に設置された施設である。

また、有限会社つくで手作り村は、①農畜産物等の加工、販売、②飲食店の

経営、③農林業等の体験事業、④新城市が委託する施設の管理運営業務、⑤農



業、⑥前各号に付帯する一切の事業を営むことを目的に設立された団体であり、

現地監査日現在の役員は取締役２名、株主は１０名で、新城市は発行株式８４

株のうち２１株（出資金額１，０５０，０００円）を有していた。

２ 監査対象事業について

新城市つくで手作り村の指定管理事業

指定期間 平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで

指定管理料 平成２８年度 ６，８００，０００円

平成２９年度 ３，４００，０００円

（６，８００，０００円のうち）

指定管理の業務内容

① 施設及び附属設備の維持管理業務に関すること。

② 施設の利用許可に関すること。

③ 道の駅施設の駅長業務に関すること。

④ 上記に付随する業務に関すること。

なお、平成２９年度にあっては上半期分について監査することとした。

３ 監査の結果

指定管理事業については、関係法令及び協定書等に沿って概ね適正に処理さ

れていると認められた。利用料金制を採用しているが、利用料金を収入として

収受する施設利用はなかった。

また、出資株券は新城市役所内（会計課）に保管されていることを確認した

が、引き続き当該団体の経営成績及び財政状態の把握に努め、適切な指導監督

に当たられるよう望むものである。

なお、軽易な事項についてはそれぞれ監査の過程においてふれたところであ

るが、以下の項目を意見として発表する。

監査結果に対する団体への指導や是正措置等の状況については、この報告の

受領日から概ね３か月をめどに通知されたい。

【有限会社つくで手作り村】

指摘事項

１ 緊急時における事故等に備え、マニュアル・連絡網等を整備するとと

もに、訓練等を実施し、事故対応等の徹底を図られたい。

２ 施設・設備等の点検記録の作成・保管が十分にされていなかった。日

常・定期点検等の実施記録を残し、施設・設備等の性能・機能保持に努

められたい。

３ 工事、修繕、委託業務等の実施状況を確認したところ、完了検査日の

明確でないものが散見された。完了通知受付後は検査を実施し、検査結

果を記録に残すようされたい。



４ 基本協定書第４３条に自主事業を実施する場合は、業務計画書を提出

し、事前に承諾を受けなければならないとあるが、年度当初に業務計画

書を提出し、同日付けで承諾を受けていた。実務を考慮すると望ましい

手続とは言い難いので、改められたい。

意見

食堂（味彩館）における営業時間の変更（延長）等、経営努力は認め

られた。しかしながら、直売所（山家市）における出荷登録者数・出荷

量の減少、体験施設（とんちん館）における講師不足、加工施設（勇気

工房）における一部工房の休止等の問題を抱えていた。引き続き課題解

決に当たるとともに、収益向上に努められたい。

【作手総合支所地域課、産業振興部農業課】

指摘事項

１ 市が算出した指定管理料の基礎金額と、指定管理者の実施した事業費

とに乖離する項目が見受けられたので、費用負担の考え方等について検

証等されたい。

２ 基本協定書第２９条第４号に規定する役員等の異動報告に、道の駅駅

長の職に関する記載がなかったので、改正等されたい。

３ 基本協定書第４３条に基づく自主事業の実施に際しては、業務計画書

の提出を受け、事前に承諾を与えなければならないと解することができ

るが、年度当初に業務計画書の提出を受け、同日付けで承諾をしていた。

実務を考慮すると望ましい手続とは言い難いので、改められたい。

４ 基本協定書中は発注者・受注者と表記することとしているが、甲・乙

の表記が混在する箇所が見受けられたので、改められたい。

５ 施設備品等の管理において、基本協定書別紙に掲げる備品等一覧と整

合のとれないものがあった。異動状況を加味した最新のものを備え付け

られたい。

６ 自主事業として自動販売機の設置を認めているが、設置に関し手続の

確認ができなかったので、業務仕様書に留意した対応をされたい。

意見

１ 手作り村総合管理施設については、有限会社つくで手作り村の法人の

所在地とされていた。また、公益財団法人農林業公社しんしろ及び公益

社団法人新城市シルバー人材センター作手支所が共用していた。施設の

使用に当たってはそれぞれの経緯から理解するが、明確化するようされ

たい。



２ 開所から１６年が経過することから、施設の老朽化が心配される。施

設の再点検等を実施し、不具合箇所の整備に努められたい。


